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作 成   令 和 6 年 3 月 

 

おくやみ 

ハンドブック 

~主な手続きのご案内~ 

 

 

 

 

鳩山町 
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ご家族の方のご逝去に心からご冥福をお祈り申し上げます。 

鳩山町では、ご遺族の負担を少しでも減らすことができるよう届出等を

しなければならない役所関係の手続きと、一般的な役所以外の手続きに

ついて、パンフレットを作成いたしました。 

ご不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。 

このパンフレットが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。 

 

 

埼玉県比企郡鳩山町役場 

 

〒３５０－０３９２ 

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸１８４番地１６ 

ＴＥＬ：０４９－２９６－１２１１（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご遺族の方へ 

ＭＥＭＯ 
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〇 手続き一覧（詳しくは掲載ページをご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ 項 目 内 容  

P.5 1. 死亡届について 
死亡届・火葬許可証・戸籍謄本等の

発行 

P.7 2. 町民健康課での手続 

国民年金・後期高齢者医療制度・国

民健康保険制度・こども医療費・ひ

とり親医療費・重度医療費 

P.10 3. 長寿福祉課での手続 
障害者手帳・療育手帳・精神障害者

保健福祉手帳・介護保険制度 

P.11 4. 上下水道課での手続 
水道・下水道(農業集落排水・公共浄

化槽) 

P.12 5. 税務会計課での手続 固定資産税・軽自動車税等 

P.15 6. 不動産の相続手続 土地・建物（不動産） 

Ｐ.16 7. 住宅関係の手続 住まい（空家等） 

ＭＥＭＯ 
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〇 身近な人が亡くなった後の手続き等の一般的な流れ（目安） 

  

〇
納
骨 

〇
四
十
九
日 

〇
初
七
日 

〇
通
夜
・
葬
儀
・
告
別
式 

〇
葬
儀
・
法
要
の
連
絡
調
整 

 

 

〇
相
続
放
棄
・
限
定
承
認 

〇
相
続
財
産
調
査 

〇
相
続
人
調
査 

〇
遺
言
調
査
・
遺
言
書
の
検
認 

 

〇
公
共
料
金
等
の
手
続
き 

〇
年
金
関
係
の
手
続
き 

〇
健
康
保
険
等
の
手
続
き 

〇
死
亡
届
等 

 

   

〇
所
得
税
の 準

確
定
申
告 

（
19

ペ
ー
ジ
参
照
） 

葬
儀
・
法
要 

届
出
・
手
続 

税 

金 

３ヵ月以内 4 ヵ月以内 

(17~18 ページ参照) 
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鳩山町での必要な

手続きについては 

次のページから、

掲載していますの

で、ぜひそちらも

ご確認ください。 

 

大切な方を喪い大

変な時期かと思い

ますが、ゆっくり

でも、必要な手続

きを済ませられる

一助となれば幸い

です。 

 

   

〇
一
周
忌 

  

〇
払
戻
・
解
約
・
名
義
変
更
等 

〇
遺
産
分
割
協
議 

（
18

ペ
ー
ジ
参
照
） 

  

〇
遺
留
分
侵
害
額
請
求 

    

〇
相
続
税
の
申
告 

（
19

ペ
ー
ジ
参
照
） 

 

10ヵ月以内 

<次ページ> 

必要な手続きの詳細に

ついて 

1 年以内 
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〇死亡届 

  死亡の事実を知った日から 7 日以内に届出をしてください。 

  火葬を終えていれば、死亡届はすでに提出されています。 

 

〇火葬許可証 

  死亡届を受理した際にお渡しします。予約された火葬場名をお知らせく

ださい。 

 

〇届出地 

死亡者の本籍地、届出人の所在地（住所地もしくは一時滞在地）、死亡 

地のいずれかの市区町村役所・役場 

 

〇届出人 

  ・親族 

  ・同居人 

  ・死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人 

  ・成年後見人・保佐人・補助人（登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要） 

 

〇必要なもの 

  ・死亡届 1 通  

※必ず事前に火葬の予約をしてください。 

 

 

1. 死亡届について 
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〇鳩山町に届出をする場合 

  ・平日（8：30～17：15） 鳩山町役場 1 階 町民健康課 

  ・夜間及び休日  鳩山町役場 宿直室 日直対応（8：30～17：15） 

   なお、日直や夜間等での届出をお預かりした場合、翌開庁日以降に添 

付書類の確認や火葬許可書の交付等で来庁をお願いする場合があり

ます。 

 

〇死亡の記載がされた戸籍謄本等の発行 

  戸籍に死亡の記載がされるまでに、おおよそ下記の日数がかかります

（土・日、祝日を除く）ので、来庁時に発行できない可能性があります。 

  ・本籍地に届出をした場合→おおむね７日 

  ・本籍地以外に届出をした場合→おおむね 10 日～14 日 

 ※大型連休中に届出をされた場合、上記より日数がかかります。 

  ※なお、相続等の手続きには、相続人の確定のために亡くなられた方の

出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となる場合があります。 

 

 

 

問い合わせ先 

町民健康課            ０４９－２９６－５８９１ 

 戸籍・住民担当 （内線：１５４・１５５） 
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死亡届が提出されると届出を受理した役所から、本籍地及び住所に死亡の通知が送付

されますので、住民票については届出の必要ありません。ただし、以下に該当する場合

はお手続きが必要です。 

 

 

 

 

 

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

国民年金 

老齢基礎年金・障害基礎年

金・寡婦年金・遺族基礎年金

のいずれかを受給していた

方 

国民年金未支給

年金請求 
マインバーが分かる

もの（マイナンバー

カード又は通知カー

ド）・死亡者の年金証

書・死亡の事実を確

認できる書類・死亡

者と請求者との関係

を確認できる書類・

預金通帳・印鑑・生

計同一関係に関する

申立書等 

 

国民年金の保険料を３６月

以上納めていた方が一度も

受給せずに死亡した場合 

国民年金死亡一

時金請求 

国民年金の被保険者または

被保険者であった方で、保険

料納付期間と免除期間を合

算した期間が 25年以上ある

方が死亡した場合 

国民年金遺族基

礎年金請求（18 歳

未満または障害

状態にある 20 歳

未満の子のいる

配偶者） 

厚生年金加入中の被保険者

や厚生年金を受給していた

方が死亡した場合 

※一定要件あり 

遺族厚生年金の

請求 

2. 町民健康課での手続 
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 国保税、後期保険料の変更があった場合は、届出日の翌月以降に更正通知書で通知し

ます。支払いがある場合は、納付書を送付します。納期到来済の期別分は、既に送付さ

れている納付書で納付してください。還付がある場合は、後日、各担当より通知書を送

付します。 

 

問い合わせ先 

町民健康課       ０４９－２９６－５８９１ 

保険年金担当 （内線：１５６～１５９） 

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

国民健康保険

制度 

 

後期高齢者医

療保険制度 

国民健康保険

又は後期高齢

者医療保険制

度のご加入者 

 

・被保険者証の返却

（ 国 民 健 康 保 険  

については、世帯主

が亡くなられた場

合は、ご加入者全員

分） 

・葬祭費の申請 

・亡くなられた方（世帯

主が亡くなられた場

合はご加入者全員分）

の被保険者証 

・限度額適用認定証（お

持ちの方のみ） 

・葬祭執行者の振込先

口座が分かるもの（通

帳等） 

・葬祭にかかる会葬礼

状、領収書、請求書の

原本（いずれか 1 通） 

・印鑑 

こども医療費 

ひとり親医療費 

重度医療費 

各医療費の受

給資格者 

・受給資格証の返却 

・医療費振込先の変更 

（受給者死亡の場合） 

・受給資格証 

・振込先口座が分かる

もの（相続人代表者様

の通帳等） 
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〇年金の手続 

年金手続き：詳しくは下記までお問い合わせください。 

該当する方の基礎年金番号がわかるものを用意して電話をお願いします。 

一般的な年金相談・予約 

ねんきんダイヤル       ０５７０－０５－１１６５ 

０５０で始まるお電話の方は       ０３－６７００－１１６５ 

受付時間 

月曜日 ８：３０～１９：００ 

火～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

第２土曜日 ９：３０～１６：００ 

 

年金事務所への来訪相談 

予約受付専用電話       ０５７０－０５－４８９０ 

０５０で始まるお電話の方は      ０３－６６３１－７５２１ 

受付時間 月～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

※予約相談希望日の前日までの受付となります。 

川越年金事務所 

〒３５０－１１９６ 

埼玉県川越市脇田本町８－１ U_PLACE５階 

      ０４９－２４２－２６５７ 

FAX ０４９－２４５－８９１９ 
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問い合わせ先 

長寿福祉課  

地域福祉・障害者福祉担当       ０４９－２９６－１２４１ 

（内線：１４１～１４３） 

介護保険担当        ０４９－２９６－１２１０ 

                  （内線：１４４～１４６） 

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

障害者手帳 

身体障害者手

帳、療育手帳、

精神障害者保

健福祉手帳を

お持ちの方 

・障害者手帳の返却 

・手帳交付届出書の申

請（身体障害者手帳も

しくは療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳

をお持ちの方） 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉

手帳 

・マイナンバーカード 

介護保険 65 歳以上の方 

・資格喪失届 

（介護保険被保険者証

の返却等） 

・保険料等に関する相

続人代表届 

・その他（認定内容によ

り紙おむつ支給事業、

家族介護者支援手当

喪失届） 

・介護保険被保険者証 

・介護保険負担割合証

（お持ちの方） 

・介護保険負担限度額

認定証（お持ちの方） 

・振込先口座が分かる

もの（相続人代表者の

通帳等） 

3. 長寿福祉課での手続 
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」 

 

 

 

※農業集落排水、公共浄化槽を使用していた方も変更、中止等の手続きが

必要となります。 

 

 

問い合わせ先 

上下水道課       ０４９－２９６－１２２８ 

  業 務 担 当  （内線：１７１・１７４） 

 

 

 

 

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

水道使用者の名義

変更 

水道を使用（所有）し

ていた方 

水道使用者等変

更届 

 

水道の中止 
水道使用中止

（廃止）届 

水道料金引落口座

の変更 

鳩山町水道料金

口座振替依頼 

※郵便局は直接

窓口持参 

・預金通帳 

・銀行届出印 

4. 上下水道課での手続 
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上下水道課 業務担当 （内線：１７１・１７４ 

 

 

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

町県民税 

固定資産税 

町税（町県民税、固

定資産税）を納付

していた方（課税

されていた）方 

・相続人代表者指定届 

・所有者名義人変更届 

・共有代表者変更届等 

 (※変更届は固定資

産税のみ) 

印鑑 

軽自動車税 

軽自動車・原動機

付自転車・小型特

殊自動車 

廃車又は名義人変更 

・鳩山町のナンバープ

レート 

・標識交付証明書 

・身分証明書 

口座振替 
口座振替をお申込

みの方 

口座振替の変更 

※亡くなられた方の

口座は自動で停止。 

・預金通帳 

・銀行届出印 

※変更のない場合は

手続き不要です。 

 

 

問い合わせ先 

税務会計課       ０４９－２９６－５８９２ 

賦課担当(住民税・国民健康保険税）（内線：１３１～１３３） 

賦課担当（資産税）             （内線：１３６・１３７） 

収税担当            （内線：１３４・１３５）  

5. 税務会計課での手続 
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〇 軽自動車登録内容の変更に伴うお手続きについて 

 

〇 登録内容変更の手続き：詳しくは下記までお問い合わせください。 

軽自動車（二輪）・二輪の小型自動車のお手続き 

埼玉運輸支局       ０５０－５５４０－２０２６ 

埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所 

 埼玉県熊谷市御稜威ケ原字下林７０１－４ 

        ０５０－５５４０－２０２７ 

 FAX  ０４８－５３２－８１２３ 

受付時間 ８：４５～１１：４５ 

      １３：００～１６：００ 

車 種 取扱い窓口 必要な持ち物 

原動機付自転車 

（１２５ｃｃ以下） 

※特定小型含む 

鳩山町役場税務会計課 

賦課担当（資産税） 

・鳩山町のナンバープ

レート 

・標識交付証明書 

・身分証明書 
小型特殊自動車 

軽自動車（二輪） 

（１２５ｃｃ超～２５０ｃｃ以

下） 

現在の住所地を管轄する運

輸支局または埼玉運輸支局

熊谷自動車検査登録事務所 

取扱い窓口にご確認く

ださい。 
二輪の小型自動車 

（２５０ｃｃ超） 

軽自動車 

（三輪または四輪） 

現在の住所地を管轄する軽

自動車検査協会または、軽

自動車検査協会埼玉事務所

熊谷支所 

取扱い窓口にご確認く

ださい。 
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軽自動車（三輪または四輪） 

軽自動車検査協会 埼玉事務所       ０５０－３８１６－３１１０ 

軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所 

〒３６０－０８４１ 

埼玉県熊谷市新堀字北原９６０－２ 

        ０５０－３８１６－３１１２ 

  FAX ０４８－５０１－６７７２ 

受付時間  ８：４５～１１：４５ 

１３：００～１６：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＥＭＯ 



 

15 

 

 

 

 

※令和 6年４月 1 日から相続登記が義務化されます。 

 

 

不動産の相続登記手続き：詳しくは下記までお問い合わせください。 

さいたま地方法務局 坂戸出張所 

〒３５０－０２１４ 

埼玉県坂戸市千代田 1丁目 2番 9 号 

      ０４９－２８１－０３４２ 自動音声「２番」 

 

  

項 目 手続き対象者 手続き内容 必要な持ち物 

相続登記 
土地・家屋を所有

されていた方 

法務局へ不動産の相

続登記 

手続きについては、お近

くの法務局にご相談く

ださい。 

相続登記に関しては『さ

いたま地方法務局  相

続』で検索。 

6. 不動産の相続手続 
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 亡くなられた方のお住まいが空き家となってしまう場合は、下記の「空き家

コーディネーター」にご相談ください。ご相談は原則無料です。 

 専門的な知識を持つ「空き家コーディネーター」が、空き家の相続、売

却、賃貸、利活用など、ご相談内容に応じて、解決に向けた具体的な手法の

提案や各種専門家の紹介、空き家に関連する費用の試算、所有者と活用希望

者とのマッチングなどを行います。 

相談窓口 
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 

「空き家コーディネーター」 

電話番号 ０１２０－１５７－３９３（フリーダイヤル） 

電話受付時間 
午前９時から正午、午後１時から午後５時まで（土・

日、祝日、１２月２９日から１月４日を除く） 

相談窓口・所在地 
埼玉県さいたま市浦和区東高砂６丁目１５ 

（埼玉県宅建会館内） 

 

 

 

問い合わせ先 

     地域創生環境課               ０４９－２９６－５８９４ 

   環境保全・生活安全担当 （内線：２３４ ～２３６） 

 

 

 

 

 

7. 住宅関係（空家等）の手続 
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〇その他の相続に関する手続き/相続に関する手続きチェックリスト 

 

 
項 目 期 日 備 考 

□ 相続人の調査・確定 

すみやかに 

相続人を確定させるためには、

故人の出生から死亡までの連続

した戸籍謄本が必要です。役所

の窓口で「相続人に使用するた

め出生から死亡まで戸籍謄本が

必要です」とお申し出ください。 

□ 遺言書の探索 

自筆証書遺言は自宅で探索また

は法務局で調査してください。 

公証遺言書はお近くの公証役場

で探索してください。 

□ 遺言書の検認 

法務局以外で発見された自筆証

書遺言の場合は「未開封」の状

態で家庭裁判所の検認が必要と

なります。 

8. その他 相続に関する手続 
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項 目 期 日 備 考 

□ 

 

相続財産の調査 

 

すみやかに 

被相続人の預金通帳及び郵便

物から調査し、各事業者に問合

せすることで、相続財産のほと

んどを知ることができます。ま

た、自宅以外の不動産を所有し

ている場合は、役所で「名寄帳」

を取得することで、課税対象の

不動産を知ることができます。 

□ 
遺産分割協議書 

（協議書の作成） 

共同相続人全員で遺産分割協

議を行い、合意する必要があり

ます。合意後、金融機関や役所

等へ提出するための遺産分割

協議書の作成が必要となりま

す。 

□ 
相続放棄 

限定承認 
3 ヵ月以内 

被相続人の最後の住所地の家

庭裁判所への申述が必要とな

ります。申述書の作成等必要な

対応があるため、家庭裁判所に

ご確認ください。 
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項 目 期 日 備 考 

□ 

 

所得税の準確定申告 

 

４ヵ月以内 

被相続人に 1月 1日から死亡日

まで所得があった場合は、相続

人が 1月 1日から死亡した日ま

でに確定した所得金額及び税

額を計算して、相続の開始があ

ったことを知った日の翌日か

ら 4ヵ月以内に申告と納税をし

なければなりません。 

□ 相続税の申告・納付 10 ヵ月以内 

各相続人が相続や遺贈などに

より取得した財産の価額の合

計額が基礎控除額を超える場

合、相続税の課税対象となりま

す。 

◇基礎控除 

=3,000 万円＋600 万円 

×法定相続人の数 
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